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グループチャットの作成について
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１．グループチャット
作成申請書の提出

本書の手順に従って、様式5（グループチャット作成申請書）を
名古屋市はち丸在宅支援センターへご提出ください。

２．グループチャット
作成完了通知

名古屋市医師会による承認後、名古屋市はち丸在宅支援センターより
グループチャット作成完了についてお知らせします。

グループチャットの作成について

はち丸ネットワークでは、多職種で情報共有を行う目的として、
グループチャットを作成することができます。
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グループチャットの作成について

はち丸ネットワークのホームページへアクセス
https://ehr.hachimaru-net.nagoya/

各種様式をクリック
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はち丸ネットワークグループチャット作成申請書をクリック

グループチャットの作成について



名古屋市はち丸在宅支援センター
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グループチャットの作成について

郵送、持参、FAX、メール等

必要事項を記入の上、
名古屋市はち丸在宅支援センターへご提出ください。


